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明石市高齢期移行者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 

 （明石市高齢期移行者医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 明石市高齢期移行者医療費の助成に関する条例（昭和４７年条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

改   正 現   行 

（定義） （定義） 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 所得を有しない者 その属する世帯の世

帯主及びすべての世帯員につき、医療保険各

法の給付が行われた月の属する年度分の地方

税法の規定による市町村民税に係る同法第

313条第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33

号）第２条第１項第22号に規定する各種所得

の金額（同法第35条第２項に規定する公的年

金等の支給を受ける者については、同条第４

項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める金額」とあるのは「809,000円」

として同項の規定を適用して算定した総所得

金額とし、総所得金額に同法第28条第１項に

規定する給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、同条第２項

の規定によつて計算した金額から100,000円

を控除して得た金額（当該金額が零以下であ

る場合には、零とする。）によるものとする。）

並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額がない者をいう。 

(６) 所得を有しない者 その属する世帯の世

帯主及びすべての世帯員につき、医療保険各

法の給付が行われた月の属する年度分の地方

税法の規定による市町村民税に係る同法第

313条第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33

号）第２条第１項第22号に規定する各種所得

の金額（同法第35条第２項に規定する公的年

金等の支給を受ける者については、同条第４

項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める金額」とあるのは「800,000円」

として同項の規定を適用して算定した総所得

金額とし、総所得金額に同法第28条第１項に

規定する給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、同条第２項

の規定によつて計算した金額から100,000円

を控除して得た金額（当該金額が零以下であ

る場合には、零とする。）によるものとする。）

並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額がない者をいう。 

（対象者） （対象者） 

第２条 この条例により医療費の助成を受けるこ

とができる者（以下「対象者」という。）は、

次に掲げる要件のすべてを備えている高齢期移

行者とする。 

第２条 この条例により医療費の助成を受けるこ

とができる者（以下「対象者」という。）は、

次に掲げる要件のすべてを備えている高齢期移

行者とする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、

医療保険各法の給付が行われた月の属する年

(２) 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、

医療保険各法の給付が行われた月の属する年
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の前年（医療保険各法の給付が行われた月が

１月から６月までの場合にあつては、前々年

とする。以下同じ。）中の公的年金等の収入

金額（所得税法第35条第２項第１号に規定す

る公的年金等の収入金額をいう。（削ある）

）及び医療保険各法の給付が行われた月の属

する年の前年の合計所得金額（地方税法第292

条第１項第13号に規定する合計所得金額（所

得税法第28条第１項に規定する給与所得を有

する者については、当該給与所得は、同条第

２項の規定により計算した金額（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第41条の３の11

第２項の規定による控除が行われている場合

には、その控除前の金額）から100,000円を控

除して得た額（当該額が零以下である場合に

は、零とする。）によるものとし、所得税法

第35条第２項に規定する公的年金等の支給を

受ける者については、当該合計所得金額から

同項第１号に掲げる金額を控除して得た額と

する。）をいい、当該合計所得金額が零以下

である場合には、零とする。）の合計額が809

,000円以下であること。 

の前年（医療保険各法の給付が行われた月が

１月から６月までの場合にあつては、前々年

とする。以下同じ。）中の公的年金等の収入

金額（所得税法第35条第２項第１号に規定す

る公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。

）及び医療保険各法の給付が行われた月の属

する年の前年の合計所得金額（地方税法第292

条第１項第13号に規定する合計所得金額（所

得税法第28条第１項に規定する給与所得を有

する者については、当該給与所得は、同条第

２項の規定により計算した金額（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第41条の３の11

第２項の規定による控除が行われている場合

には、その控除前の金額）から100,000円を控

除して得た額（当該額が零以下である場合に

は、零とする。）によるものとし、所得税法

第35条第２項に規定する公的年金等の支給を

受ける者については、当該合計所得金額から

同項第１号に掲げる金額を控除して得た額と

する。）をいい、当該合計所得金額が零以下

である場合には、零とする。）の合計額が800

,000円以下であること。 

(３)～(５) （略） (３)～(５) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

2



（明石市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 明石市母子家庭等医療費の助成に関する条例（昭和５４年条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

改   正 現   行 

（定義） （定義） 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(１)～(７) （略） (１)～(７) （略） 

(８) 低所得者 世帯主及びすべての世帯員

につき、医療保険各法等の給付が行われた

月の属する年度（医療保険各法等の給付が

行われた月が４月から６月までの場合にあ

つては、前年度）分の地方税法（昭和25年

法律第226号）の規定による市町村民税（同

法第328条の規定によつて課する所得割を

除く。）が課されていない者（市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税を

免除された者を含むものとする。）であり、

かつ、その属する世帯の世帯主及びすべて

の世帯員が医療保険各法等の給付が行われ

た月の属する年の前年（医療保険各法等の

給付が行われた月が１月から６月までの場

合にあつては、前々年とする。以下同じ。）

中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭

和40年法律第33号）第35条第２項第１号に

規定する公的年金等の収入金額をいう。）

及び医療保険各法等の給付が行われた月の

属する年の前年の合計所得金額（地方税法

第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額（所得税法第28条第１項に規定する給

与所得を有する者については、当該給与所

得は、同条第２項の規定により計算した金

額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

第41条の３の11第２項の規定による控除が

行われている場合には、その控除前の金額）

から100,000円を控除して得た額（その額が

零以下である場合には、零とする。）によ

(８) 低所得者 世帯主及びすべての世帯員

につき、医療保険各法等の給付が行われた

月の属する年度（医療保険各法等の給付が

行われた月が４月から６月までの場合にあ

つては、前年度）分の地方税法（昭和25年

法律第226号）の規定による市町村民税（同

法第328条の規定によつて課する所得割を

除く。）が課されていない者（市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税を

免除された者を含むものとする。）であり、

かつ、その属する世帯の世帯主及びすべて

の世帯員が医療保険各法等の給付が行われ

た月の属する年の前年（医療保険各法等の

給付が行われた月が１月から６月までの場

合にあつては、前々年とする。以下同じ。）

中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭

和40年法律第33号）第35条第２項第１号に

規定する公的年金等の収入金額をいう。）

及び医療保険各法等の給付が行われた月の

属する年の前年の合計所得金額（地方税法

第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額（所得税法第28条第１項に規定する給

与所得を有する者については、当該給与所

得は、同条第２項の規定により計算した金

額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

第41条の３の11第２項の規定による控除が

行われている場合には、その控除前の金額）

から100,000円を控除して得た額（その額が

零以下である場合には、零とする。）によ
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るものとする。）をいう。）から公的年金

等の収入金額に係る所得を引いた額（その

額が零以下である場合には、零とする。）

の合計額が809,000円以下である者をいう。 

るものとする。）をいう。）から公的年金

等の収入金額に係る所得を引いた額（その

額が零以下である場合には、零とする。）

の合計額が800,000円以下である者をいう。 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 
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（明石市重度障害者医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第３条 明石市重度障害者医療費の助成に関する条例（昭和４７年条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

改   正 現   行 

（定義） （定義） 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５) 低所得者 世帯主及びすべての世帯員

につき、医療保険各法の給付が行われた月

の属する年度（医療保険各法の給付が行わ

れた月が４月から６月までの場合にあつて

は、前年度とする。以下同じ。）分の地方

税法（昭和25年法律第226号）の規定による

市町村民税（同法第328条の規定によつて課

する所得割を除く。以下同じ。）が課され

ていない者（市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税を免除された者を含

むものとする。）であり、かつ、その属す

る世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療

保険各法の給付が行われた月の属する年の

前年（医療保険各法の給付が行われた月が

１月から６月までの場合にあつては、前々

年とする。以下同じ。）中の公的年金等の

収入金額（所得税法（昭和40年法律第33号）

第35条第２項第１号に規定する公的年金等

の収入金額をいう。）及び医療保険各法の

給付が行われた月の属する年の前年の合計

所得金額（地方税法第292条第１項第13号に

規定する合計所得金額（所得税法第28条第

１項に規定する給与所得を有する者につい

ては、当該給与所得は、同条第２項の規定

により計算した金額（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第41条の３の11第２項

の規定による控除が行われている場合に

は、その控除前の金額）から100,000円を控

除して得た額（その額が零以下である場合

(５) 低所得者 世帯主及びすべての世帯員

につき、医療保険各法の給付が行われた月

の属する年度（医療保険各法の給付が行わ

れた月が４月から６月までの場合にあつて

は、前年度とする。以下同じ。）分の地方

税法（昭和25年法律第226号）の規定による

市町村民税（同法第328条の規定によつて課

する所得割を除く。以下同じ。）が課され

ていない者（市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税を免除された者を含

むものとする。）であり、かつ、その属す

る世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療

保険各法の給付が行われた月の属する年の

前年（医療保険各法の給付が行われた月が

１月から６月までの場合にあつては、前々

年とする。以下同じ。）中の公的年金等の

収入金額（所得税法（昭和40年法律第33号）

第35条第２項第１号に規定する公的年金等

の収入金額をいう。）及び医療保険各法の

給付が行われた月の属する年の前年の合計

所得金額（地方税法第292条第１項第13号に

規定する合計所得金額（所得税法第28条第

１項に規定する給与所得を有する者につい

ては、当該給与所得は、同条第２項の規定

により計算した金額（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第41条の３の11第２項

の規定による控除が行われている場合に

は、その控除前の金額）から100,000円を控

除して得た額（その額が零以下である場合

5



には、零とする。）によるものとする。）

をいう。）から公的年金等の収入金額に係

る所得を引いた額（その額が零以下である

場合には、零とする。）の合計額が809,000

円以下である者をいう。 

には、零とする。）によるものとする。）

をいう。）から公的年金等の収入金額に係

る所得を引いた額（その額が零以下である

場合には、零とする。）の合計額が800,000

円以下である者をいう。 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条による改正後の明石市高齢期移行者医療費の助成に関する条例の規定、第２条の

規定による改正後の明石市母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定及び第３条の規

定による改正後の明石市重度障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、兵庫県の取扱いに準じ、低所得の判定基準となる額を引き上げるため、条例の一

部を改正しようとするものである。 
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